
■不服申出て（審査請求）から裁決までの流れ

※「審理員」とは、行政不服審査において、審査の公平性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を審理員と位置付けています。

　　審理員は当該申出に関与しない審査庁に所属する職員が選ばれます。

※「審査庁」とは、審査請求を受け、それに対する裁決を行う行政庁を指します。

※「諮問」とは、意見を尋ね求めることをいいます。

※「答申」とは、諮問に対する意見を申し述べることをいいます。

行
政
不
服
審
査
会

処
分
庁

審査庁

審査請求人

審理員

①処分 

⑥反論書 

 の提出 

⑧審理員 

 意見書 

 の提出 

⑤弁明書 

 の提出 

④審理員 

 指名 

⑩行政不服審査会 

 の答申 

⑨行政不服審査会 

 への諮問 

③形式審査 

②審査請求書 

 の提出 

⑦審理員 

 の審理 

⑪審査庁 

 の裁決 


